
医療の質指標に関する海外の取り組み

病院認可または認定との連動 支払制度との連動 QIデータの情報公開

Accreditation Canada

●全体としての共通した総論的な構造的評価

と、分野毎の各論的な評価の2階建て。

● Distinction programとして、脳卒中、救急

医療に関して、臨床的な指標を設定・評価して

いる。

Canadian Institute for

Health Information (CIHI)

●医療システムに関するデータ公表サイト

https://www.cihi.ca/en/access-data-and-

reports

フランス
Haute Autorité de Santé

(HAS )

●QIは、認証事業（Accreditation: 必須）、医

療計画における地方医療庁と各施設との契約、

ONDAM（医療費支出目標） における目標と連

動（付録にプログラムごとの質指標に関する目

標値が具体的に記載）して、実効性が担保され

る。

●疾病金庫と個々の開業医とが締結する疾病管

理事業（ROSP　糖尿病などの慢性疾患が対象）

においてP4Pの評価基準として採用されてい

る。

●HAS Accreditation et certification

●51項目収集、公開

●各病院のデータをエクセル形式でダウンロー

ド可能

● Scope Santé

https://www.scopesante.fr/?selected=region

#/

Centers for Medicare &

Medicaid Servicese

(CMS)

●情報公開に対する支払い（pay-for-

reporting）

●入院医療に関する質指標報告プログラム

→報告を行わない場合は2.0％の減算。

→報告内容の一部はHospital Compareで公開。

●HCAHPS患者調査---病院がCMSから受け取る診

療報酬の25％がHCAHPSの結果により左右され

る。

●Hospital Compare

https://www.medicare.gov/hospitalcompare/

search.html

●58項目収集、公開

●各病院のデータをエクセル形式でダウンロー

ド可能

The Joint Commission

(TJC)

●the Specifications Manual for National Hospital

Inpatient Quality Measuresと呼ばれる文書で指定

される、CMSと共通の指標セットを使用（すで

にCMSから診療報酬を受け取るためにこれらの

指標の測定を行っていることから、TJC受審の

負担を軽減）

●Quality Check

https://www.qualitycheck.org/

基本的には認定病院に関する情報サイトだが、

その一部にmeasureの表示がある。

QIの活用方法
その他国 実施機関

カナダ

アメリカ
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病院認可または認定との連動 支払制度との連動 QIデータの情報公開

QIの活用方法
その他国 実施機関

National Quality Forum

(NQF)

●他の組織の提案する指標に関する合意を形成

し、「支持(endorse)」する場であり、NQFその

ものは特定の指標を開発・提案しない。

●NQFの「支持」する300の指標が、20以上の

連邦政府の指標値公開事業およびpay-for-

performance事業で用いられている。

イギリス
Care Quality

Commission (CQC)

イングランドにあるすべての医療機関(49700)の

医療の質尺度を精査、および訪問調査の結果を

吟味した上でレポートを作成し、それぞれの医

療機関をOutstanding, Good, Requires

Improvement, Inadequateの4段階に格付け

 National Health Service

(NHS)

●NHS Digital

https://digital.nhs.uk/

●1925項目を収集、公開

●各病院のデータをエクセル形式でダウンロー

ド可能

Australian Commission on

Safety and Quality in Health

Care （ACSQHC）

●すべての病院が医業を行うには、National

Safety and Quality Health Service Standardsと呼ば

れる基準に則っていなければならない。

●病院で行われる医療の質は各地域ごとにLocal

Governmentが責任を持ち、病院の監査は

ACSQHCが認めたAgencyと呼ばれる組織が担当

する。

●Standardsは、体制作りなどを含む組織のある

べき姿であり、Clinical Indicatorは改善活動の結

果である（スタンダードで体制や取り組みを確

認し、Indicatorで結果をモニターする）。

●Standardのひとつに、Clinical Governance

Group (Team)の設置が求められている。その業

務としてIndicatorのモニタリングや改善プロ

ジェクトの立ち上げと支援などを行う。

Australian Institute of

Health and Welfare

(AIHW)

●My hospital

https://www.myhospitals.gov.au/

●17項目収集、7項目公開（死亡率、再入院率

は公開しない）

●Interactiveなグラフで視覚的に結果を公開

オーストラリア

アメリカ
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